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『常 備 軍 反 対 論 』1の 著 者 よ り 『バ ラ ン シ ン グ ・1/タ ー 』2の 著 者 へ

欺 きのはか りは主 に忌み嫌 われる。正 しいお もりは主 に喜 ばれ る。箴言11.1

黄金 のために祖 国を売 り、悟主 の権勢 を戴い た もの、

金 に動か され て法律 の改廃 をな した もの。3

ウェルギ リウス、 『アエ ネーイス』第6巻621-22.

(3)

『常備軍反対論』の著者 よ り 『バ ラ ンシ ング ・レター』 の著者へ

雇われ三文文士が どれほど下劣な言葉を使っても私に返事を書かせることなど不可能で

しょうが、 これほ どまでに丁寧な言葉 を用いて紳士的な態度で狙い を定 められる と、

ずっと恐ろしく感 じます。「私は贈 り物をもたらすギリシヤ人を恐れます。」

あなたは最後の段落で、この件は 「きわめて難 しく重要な問題であ り、偽 りの修飾語や

大衆的な修辞を用いずに厳密に精査すべ きものだ」 と認めてお られます。そ してあなたご

自身は 「自由を求める人間であり、自由を求める偉大な探求者であり、自由こそ偉大な財

産である」 と主張 してお られます。あなたが、私が想像 しているような紳士であれば、あ

なたの現在の財産はきわめて大 きい もの と思われますが、あなたは自由を獲得 しようとさ

れている偉大な探求者なのですか ら、そのためにあなた自身が尊大に構える必要はあ りま

せん。これは、私が絶望的な運命にはない と述べる機会を与えて もらえることになります

し、私は自分自身で築いた財産を失うことよりも、先祖か ら受け継いだ財産を失うことを

恐れています。

(4)

そ してこの短い序文の後、私は 「偽 りの修飾語 も大衆的な修辞」 も用いずにこの問題を

吟味 したいと思います。

あなたの手紙には以下の3点 が示されていると思います。

1.あ なたがお持 ちにな りたい もの、

2.ど れ くらいの期 間それ を持続 され たいのか、
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3.そ の理由はどのようなものなのか。

第一に、我が国は 「世界にとって驚異 とも思える名誉ある平和を享受 してお り、国民同

士の敵意 と嫉妬の他には我々を傷つけるものは何 もない」 とあなたは思わせたがってお ら

れるようです。そ して第二に、「この平和を維持するために地上戦力を維持 したい」と述

べてお られます。さて、 もし私の信念があなたと異なるとすればお許 しを願わなくてはな

りません。 というのは名誉ある平和 を維持するために常備軍を維持する必要があるのな

ら、それは名誉ある平和 とは思えません。平和は武力行使の中断です。我々は安心 して剣

を鋤に、槍を刈 り込み鎌に持ち代えることが出来るのです。そ して国王陛下によって命 じ

られた教会の祈祷書にこの平和 にたいする感謝の祈祷文その ものが取 り入れ られていま

す。そしてもし我が国のこの平和がこの指標に合致 しないのなら、あなたが言われるよう

な平和に恵まれていることにはなりません。 しか し、実際には我が国はそのような平和を

享受 しているわけではないので(と い うのは、私よりあなたのほうがよくご存知のはずで

す)、 この不完全 さを埋 めるためにあなたの主張にたい して議論 を進めます。あなたは3

頁で、我が国に地上戦力が必要だ と思わせ ようとしておられるようですが、「あなたの考

えは常備軍か らはかけ離れています。」

(5)

さて、 どのような常備軍 を私が恐れ ているのか、 はっ きり述べ させ て頂 きま しょう。 国

王の命令 によ り殺鐵 のための剣や ピス トル、槍やマスケ ッ ト銃、火薬や銃弾 を使用す る騎

兵や歩兵が徴募 され ます。 あなたの言 われる 「地上戦力」が一切 この ような もの を意味 し

ないの な ら、 失礼 なが ら私 はあ なた とは意見 が異 な ります。 しか し、あ なたの言 われ る

「地上戦力 」が この記述 とは相違す る ものだ と認 め られる まで は、私が 「常備 軍」 とい う

言葉 で示 してい る もの と同 じものだ と皆が思 うで しょう。 もしあ なたが 同 じもの を意味す

る とされ るな ら、常備軍 に対 して反対意見 を宣言 され たこ とにな ります。そ して これ まで

に 目に したこ ともない ような洗練 され た文体で書かれ た手紙 におい て きわめ て明 白な矛盾

をおか してお られるこ とにな ります。

あなたが次 に示 してお られ る事柄 は、一年 ご とに更新す る として、 どの くらいの期 間こ

の 「地上戦力」 を保持 し続 け られ たいので しょうか。 これ はオラ ンダで土地 を貸与す る と

きに用い られ る契約 を思 い起 こさせ ます。そ の契約で は土地所有者 は一年 と一 日ほ ど購 入

者 に土地 の権利 を保証 します。 これ は彼 らの法律 に従 えば、永遠 に、 とい うこ とにな りま

す。 そ して私の考 えで は、 あなたが一年 ご とと言 われ る とき、それ は次第 に分か るように

な りますが、「永遠 に」 とい う意味 なの で しょう。
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三 番 目は、 どの よ うな理 由であ なたは これ を保 持 されたい ので しょうか。 そ して、 ま

ず、 「あなたは国民が 国王 陛下 に嫉妬心 をいだ くこ とを嫌 われ ます。あ たか も国王 が衛兵

を伴 わず に 国民 の問 にい る こ とは安全 で は ない かの よ うに。」 しか し、現在 の事態 は、

「我が 国 と近隣諸 国の現状 を考 える と、た とえ分別 を欠 くことになろ うとも、毎年、納得

のい く戦力 を維持す るこ とは我 々に とっては必要 で しょう。」

(6)

そ れで あなたは外 国のや り方 を大い に強調 され てい るよ うに思 われ ます。 あなたは4頁

で、 「全世 界、 と りわけ我が 国の近隣諸 国は、 強大 な戦力 を維持 すべ きだ とい う誤 った考

えに陥 って しまい、 たまたまこれ らの中で最強の 国が隣 国です。 この隣 国はおそ らく強大

な軍隊 を維持す るで しょう し、我が 国が無防備 なままで あれ ば彼 らに とって あま りに も魅

惑的 な もの と映 るか も知 れませ ん」 と述べ てお られます。

さて、他 国の流儀 に関 してお話 ししま しょう。神が 「イス ラエ ル人」 に遵守すべ き法 を

宣言 され、礼拝や統治法 にお いて も他の 国の流儀 に従 った り、あ こが れた りしない ように

と命 じられたこ とが思い 出されます。そ して もし我 々が戦力 を維持す る とい う点で隣 国の

方法 を真似 るな ら、我 々は彼 らの統治法 も真似 なけれ ばな りませ ん。常備軍 を保持す るこ

とが フラ ンス王 のや り方 であ り、そ の常備軍 の もとで 国民 を奴隷扱いす るのです。流行 に

溺れ、 あ らゆるこ とで流行 を追 う人がい ます。現在、常備軍 の もとで 自由を維持す るこ と

は隣 国の方法で は不可能 です。そ して惨 めな状態 に陥 って しま うまで は、我 々がその流儀

に完全 にはまって しま うな どとは決 して思いつ きもしないので はないか と恐れてい るので

す。

しか し、 あなたは流行 のために流行 を追い求め るほ どの気取 り屋 さんで はない こ とは分

か ります。 しか し、常備軍の必要が ある とお考 えなので しょう。 とい うの は、あ なたは近

隣諸 国に侵略 されるこ とを恐 れてお られ るか らで しょう。

(7)

「近隣諸 国の なか の最強 国はおそ らく強大 な軍隊 を維持す るで しょう。」 ところで私が忘

れて しま う前 に、 ここで、 あなたの主張 され る一年 ご との保有期 間について思い 出 して頂

きた く思 い ます。 とい うのは、あ なたは この主張 にお いて、「フランス」王が 強大 な軍隊

を保持す る とい う馬鹿 げた考 えを抱 き続 ける限 り、我が 国は地上戦力 を持 ち続 けるべ きだ

とい うお考 えなので しょう。 その結果、一年 ご ととい う言葉 はすで に永久 に とい う意味 に
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なってい ます。私 としては、「フランス」王が 軍隊 を解散す る まで 自分 の欲す る もの を待

た され た くはあ りませ ん。 それ ゆえに、常備軍 とい う言 葉で は な く、穏 やか な 「地上戦

力」 とい う言葉で偽 りの安心感 を人 々に広め て、 あなたの提案 に引 き込 まないで頂 きたい

のです。 「議会 の審議 に よる一年 ご との契約 で」 な どと。平 明な言葉 を使 い ま しょう。そ

うす ればあなたの提案 は、 あなた自身の理屈 によれば、 フラ ンス王 もしくはその継承者が

フラ ンスで常備軍 を保持 す るか ぎ りイ ング ラン ドで も常備 軍 を保持す るこ とに な ります。

あなたが核心 に触れ るまでの言葉 はすべ て大 げさな美辞麗句 にす ぎないので、 まずあ なた

の論点 を明 らか にされた方が よい と思い ます。

さて、正直なところ、私はあなたと同様に君主の言葉や盟約はほとんど信用 していませ

んし、彼 らがそれらを実行するさいには誠実さよりも彼 ら自身の利害関係に従うものだと

思います。従って彼 らに我が国を攻撃 したい という気をそそ らせることには反対です。そ

して常に我が国の危険に対 して適切な防衛力を持ちたい と思います。自然はすべての生 き

物に自分たちを攻撃するものに対する武器を備えさせています。そして人間の知恵は自ら

の防衛手段 としてい くつかの ものを作 り出しました。今や我々の問の唯一の争点は誰の手

にこれらの武器を持たせるか とい うことです。

(8)

この件 につい て私 の主張の18頁 か ら26頁 で論 じて きま した。 それ に対 してあ なたか ら

はお返事 もな く、答 え よう ともされ ないので、 その点 について再 度あ なたに 申 し上 げ ま

す。実際 に9,10,11頁 であなたは我 々に 「訓練 され た正規軍 は、そ のような正規軍 を含

まない世界 の最高、最強 の市民軍 よ りはるか に優秀」 だ と述べてお られます。 しか しあえ

てあなた に述べ させ て頂 きますが、軍隊 と同様 に立派 に訓練 された市民軍 も存在 します。

いやむ しろ、我 が 国の軍隊 は、解 散 され る と、彼 らの ほ とん どが市 民軍 に送 り込 まれ ま

す。 そ して、彼 らが市民軍 という名前 に変 わって も質の劣 る兵士 となるわけで はあ りませ

ん。 さて、 あなたが提示 され てい る歴史 の例 にか ん して は、すべ てに次の小 さな反論 だけ

をさせ て頂 きます。す なわち、 あ らゆる詳細 につ いて、 あなたの考 えは誤 ってい ます。す

んわち、ペ ルシヤ軍 は常備軍 であ り、帝 国の い くつかの地方 に配置 されてい て、 あなたが

偽 って植 え付 けよ うとしてお られ るよ うな市民軍 ではあ りませ んで した。そ して これ らの

軍隊 で彼 らはい くつかの小 国を容易 に征服 し、 巨大 な帝 国の一部 とな し、常備軍 によって

防衛 しま した。 しか し彼 らが ギ リシアの市民軍 と戦 った とき、彼 らのすべての強大 な軍隊

は無力 で した。 この件 に関 しては クセ ノフ ォンの例 があ ります4。 彼 は無数 の軍隊が監視

していたに もかか わ らず 自分 の国土 を三千マ イル も一万人の ギ リシア兵 とともに行軍 しま
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した。 アゲシラオス5は もしギ リシアの内紛で本 国へ呼 び戻 される ことがなけれ ば少数の

スパ ル タの市民 軍でペル シヤ帝国 を終焉 させ ていたで しょう。強大 な クセル クセス6の 軍

隊 もギ リシアの市民 軍 に壊 滅 させ られ ま した。 いや む しろ、ア レキサ ンダー大王7の 軍隊

の大部分 はギ リシアの各都市か ら集 め られた市民軍で成 り立 ってい ま した。

(9)

あなたが示 してお られ るローマ人 の例 はあ なた自身に とって大 いに不利 に働 きます。 と

い うの は、 自国周 辺 の、市民軍 で対抗 した少数 の小 さな共和 国 を征 服す る こ とは、 アジ

ア、 エ ジ プ ト、 また他 の常 備 軍 で対 抗 した専 制 諸 国 の 占領 よ りも大 い に 困難 で した。

シーザ ー8が ガ リア市民軍9を 征 服 した ことがポ ンペ イ10の アジア常備 軍征服 よ り偉業で

あった ことを誰が否定 で きるで しょうか。そ して あなたは11頁 で次の よ うに述べ てお ら

れます。 「何 もの も訓練 された ローマ軍 には対抗 で きなかったが、彼 らの秩序 が崩壊 して

市民 軍 となった と き、 ヨー ロ ッパ 北方諸 国 は東方 のサ ラセ ン人11と 同様 に、 ローマ帝 国

を揉 鵬 しま した。」私 は この正 反対 が真 実 なのだ と発言 させ て もらわ なけれ ば な りませ

ん。 とい うのは彼 らが市民軍 で戦 った とき、全世界 を征服 したのです。 しか し後 に、皇帝

時代 に な り、36万 人の常備 軍 を保有 してい た とき、 タキッスが認 めてい るよ うに、彼 ら

はあ らゆる蛮族 国家 に侵入 され、躁欄 されたのです。

あなた のハ ンニバ ル12の 例 はまった く目的 に当 ては ま りませ ん。 とい うの はカル タゴ

人13は ローマ人 を打 ち破 る こ とはあ りませ んで した し、ハ ンニバ ルが ローマの将 軍 を打

ち破 っただけです。彼 は自分 自身の戦 闘以外で、勝利 を得 るこ とはあ りませ んで した。そ

してローマ軍が他の将軍 と戦 った ときには敗 れるこ とはほ とん ど無か ったのです。

(10)

トル コ人14も また周辺 のすべ ての帝 国 を制圧 した ときよ りもハ ンガ リー15や エ ピロ ッ

ト16の 市民 軍 を制圧 す るこ とに多大 な苦労 を経験 しま した。ス カ ンデルベ グ17は 少 数の

市民 軍で彼 らの多数 の常備 軍 を相手 に して22回 の戦 闘で常 に勝 利 したのです 。ユニ アダ

ス18と その息子 マサ イアス19は 常 に市民 軍 によって、 トル コ常備 軍 と戦 い、後世 の人 々

に とってはほ とん ど信 じが たいほ どの戦果 を挙 げま した。 この市民軍 は他の どの よ うな軍

隊 に も劣 らなか った と私 は確信 してい ます。

そ して あなた は 「エ リザベ ス女 王20の 時代 に イ ング ラン ドを守 れ たのはた また ま幸運

に恵 まれ ただけであ って、いつ も奇跡 を当てに して生 きてい くこ とは出来 ない」 と述べて
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お られますが、卓越 した女王 とその宮廷は意見を異にしたであろうと思わずにはおれませ

ん。スペイン21が敗北 した後、女王や臣下がこのような独特な言い回しを議会で使われ

ることはあ りませんでした。「みなさん、最近我が国が どのような危険を免れたかおわか

りで しょう。我々は神の摂理 と幸運で国を守ることがで きましたが、いつ も奇跡をあてに

してもらうわけにはいきません。常備軍を維持することが必要なのです。市民の防衛力に

依存 し続けるわけにはいかないのです。」女王はその ような馬鹿げた考えは蔑 まれまし

た。そしてそのような助言をして災いを招 くような顧問は幽閉されたで しょう。この方は

100年 以上経ったあ とで、女王 とは反対の意見を述べてお られますが、彼女は自分自身が

国民に愛されて安全だと考えてお られました。

しか しあなたは予 告 もな く奇襲 される ことを大 変危惧 してお られる ようです し、5頁 で

先 の ラ ・オーグ22や カレー23か らの襲撃 につい て述 べ てお られ ます。 「も し戦時 であ り、

我 々国民が相互不信 に駆 られ てい た時で あれ ば、我が 国は壊滅的 な侵略 を受 ける危険があ

りま した。

(11)

予告 もな く、情報 もな く、我 々が危 唄 もせず、気づ きもせず、怠惰 に流れ静穏 な ときこ

そ、 そ の よ うな陰謀 がめ ぐらされ る こ とを思 い知 ら され る可 能性 が は るか に高 い ので

す。」私 は戦時 にお ける我 々の情報 につ いてはあ なた と同様 な意見です。 しか しラ ・オー

グの件 は話 の種 になってい ま した し、 それが起 こる二 ヶ月 も前 か ら官 報24や 他 のあ らゆ

る出版物 に載 ってい ま した。 カ レーの件 につ いては、陛下が並外れ た警戒心 を持 って、敵

の海岸 を70隻 の船で奇襲 され ま した。敵 はそれ を夢 に も予想 してい なかったのです。 ま

た、我 々の観察が戦時 よ り平時 の方が よ り困難 だ とい うこ とは理解で きませ ん。 とい うの

は後者の場合 にはすべ ての港が 閉鎖 され、交易 も停止 され ます。 それでいて前者の場合 に

は港 は開かれ たままで、旅行者 は外 国へ行 き、商船 は航海 中であ り、大使 は宮廷 にい るか

らです。

8頁 で、あなたは独裁的政府の顕著な特徴 を示 してお られます。そこでは人々は 「破滅

し、人々に期待される事柄を成 し遂げることがで きず、彼 らが指示された秘密を保つこと

も出来ない。そのような事情で君主は、自由な政府の もとで生活 している人々には思い も

よらない方法で物事 を実行で きます。」 もし自分たちの義務 を達成することが出来ず、秘

密 も守れないような人々が罰 を受けず に無事でいられることが 自由政府の特徴 だとすれ

ば、その証人はたくさんいます。 しか し彼 らを罰することが自由政府 と矛盾するという理

一433一



教養 ・外国語教育セ ンター紀要

由が私には理解で きません。

(12)

そ して結局の ところ、 あなたは常備軍が好 ま しくない結果 を もた らす こ とに私 と同様 に

懸念 してお られる ように思 えます。14頁 で常備軍の危険性 について語 られてお り、「これ

は広範 囲にわたる分野で あ り、歴 史はこの種 の例 に満 ちあふれてお り、 この件 につい て徹

底 的 に論 じる ことは容 易で しょう。 ローマ近衛兵 団25か ら我 々の現代 の軍隊 まで、常備

軍 の きわめて恐 ろ しい例 を十分 に集 めて示 す こ とが 出来 るで しょう。」 そ してその後、15

頁 で、 「常備 軍 にい くつ かの不都 合が懸念 され るこ とは否定 しないので、 もしこの常備軍

が必要不可欠 と思 えない のな ら、私 はあ なたを説得 しよう とす る気 はあ りませ ん」 と述べ

てお られ ます。 さて、私 はあなたが言 われる絶対必要不可欠 とい う言葉 は、 この軍隊が無

ければ近 隣諸国が我が 国 を侵 略 し、我が 国の艦 隊や市民軍 をどの ように運用 しようと も、

我が 国 を守れ ない と確信 してお られ るので しょう。そ の ような必要があ るのか ないのか、

私の主張 を参照 して頂 きた く思い ます。 そ してそ のよ うな必要が ない とすれ ばあ なたはそ

の質 問を放棄 されるこ とにな ります。 とい うのは、 あなたは事実上、一方で は、 ある程度

奴隷化 されて しま う可能性 を認めてお られます し、他方が偶発的 な破滅 を招 くこ とで しか

ない とす れば、 どち らが有利 であるか は容易 に決 め られ ます。 しか しあなた は議会が軍隊

を取 り締 まる と言 ってお られ ますが、軍隊が議会 を取 り締 まるこ とはあ り得 ない とい うの

は確 か なので しょうか。 も し彼 らが毎年 毎年維持 され続 け るな ら、確 実 ではあ り得 ませ

ん。 「シーザ ーは全 身全霊 を もって自分 の軍隊 を10年 以内 に組織化 しま した。」

(13)

もし10年 という年月が軍隊を堕落させる確実な年月とすれば、我が国の軍隊はすでに

9年 間も維持されていることをお考えいただ きたく思います。 しかし私はあなたと同様に

現在の君主にたい して嫉妬心は抱いてお りません。それで も、害にもならないような軍隊

は何の役にも立たない と敢えて言わざるを得ません。

外国軍に対抗するために十分な戦力を持つ常備軍は国内において国民を抑圧するために

十分な戦力があることを考えずにはお られません。 というのは、この常備軍は、我々を征

服する能力があるとお考えの軍隊を撃退 しなければならないか らです。そ して、正直に言

います と、私は彼 らの善意に任せるつ もりはないのです。

15頁 であなたは私を嫉妬 に駆 られ、憂欝で臆病で、恨み を抱いた人間だ とお考えのよ

うですが、おそ らくあなたがその一つはお持ちだとして も、私は一切持ち合わせてお りま
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せ ん。 さあ、あ なたの財産 を失 うこ とを恐れ ない で ください。あ なたが勝者 となるような

地上軍 をあえてあなたに提案 させて もらい ま しょう。

そ して敗者 となってしまうことをあなたが恐れてお られる軍隊の勇敢な紳士諸君にかん

しては、あなたと同様に彼 らの勇気に喜んで報いたい と思います。 しか し我が国の艦隊が

奇襲を受け、信頼を裏切 り、我が市民軍が臆病で、あらゆる情報、忠誠心、勇気などすべ

てが常備軍にあるというのであれば、私の力の及ぶ ところではない と申し上げなければな

りません。

(14)

8頁 で あなたは、「先 の御代 にお ける 自分 たちの行 動が どうであ ったか は忘 れたかの よ

うに、突然 きわめてす ば らしい愛 国者 になった り、専制政治 をひ どく警戒 し、公共の 自由

をひ ど く熱望 した りす るよ うな人 を 目にす るこ とはあ りそ う もない」 と述 べてお られ ま

す。 さて、正直 に言 います と、先の御代 に きわめ てす ば らしい愛 国者であ り、専制政治 を

忌み嫌い、公共 の自由をひ どく熱望 した人 々がい たこ とよ りも、他の人 々が昔成 し遂 げた

と言 われ てい る もの と同様 な役割 を精一杯 果 た して くれ る人がい る というこ とを 目にす る

方が うれ しく思 えます。

私がこの手紙を書 き終 える前に、私はあなたの手紙の10頁 にある一文に注意 を払わな

ければな りません。あなたは、「この国が 自由に飽 きて、美徳 も、叡智 も、 さらにはその

政体を維持 しようとする力 もなくしてしまうような致命的な時代になってしまえばす ぐに

でも、この国はすべてを投げ捨てて しまい、あらゆる法律や、あ りとあらゆる障壁を投げ

捨ててしまいます。人間が不死身でないように政府 も永遠に続 くわけではあ りません」 と

述べてお られます。これをあなたがお持ちと思われる、次の行で述べ られている常備軍の

危険性について思慮深 く考えなが ら、それで も常備軍を保持することが必要不可欠だと言

われることと結びつけてみると、あなたは我々に致命的な日寺が来たのだというお考えを明

白にほのめか してお られることになります。 しか しあなたより賢明な方が破滅を計画 して

いたとしても私はイングランドにはいまだ我が政体を維持するために十分な美徳があるこ

とを疑いません。

結論 として、我が国には満足出来る政府があり、国王は法律 を執行されるために必要な

すべての権力をお持ちです。すべての爵位は平等な権力の配分に依存 しています。そ して

釣 り合いを越えた権力を持つようになった人間は(と いうのはあなたや私の権力は釣 り合
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いが とれているので)他 の人々か ら爵位を奪い去 り、権利 もない領地だけを残 しています

が、それは君主の意のままになる財産の保有権にす ぎません。

(15)

さて、 もし議会が イ ングラ ン ドのすべ ての土地 をこの よ うな保有権 に委ねれ ば、疑い な

くあなたや私の財産 は国王陛下 の在位 中は我 々自身の所有物 と同様 に安全 な もの になるで

しょう。 それで もなお、 あなたがお っ しゃる法案 を提 出され る と断言 され るな ら、私が常

備軍 につ いて述べ たこ とはすべ て無駄 なこ ととして甘 ん じます。

お返事を頂けることを願って結びの言葉 とします。

敬具

終わり

あ と が き

本 稿 は 以 下 の パ ン フ レ ッ トの 翻 訳 で あ る 。

ALetterfromtheAuthoroftheArgumentagainstaStandingArmy,totheAuthorofthe

BalancingLetter.London,1697.(以 下 、 、qLetterと 呼 ぶ 。)1697年12月 に 出 版 さ れ た こ

の パ ン フ レ ッ トは 例 に よ っ て 著 者 名 は 示 さ れ て い な い が 、1697年10月 に 出 版 さ れ た 、An

Argument,Spewing,thataStandingArmyisInconsistentwithaFreeGovernment,and

absolutelydestructivetotheConstitutionoftheEnglishMonarchy,London,1697(以 下 、

.4nArgumentと 呼 ぶ 。)と 同 様 にJohnTrenchard(1662-1723)とWalterMoyle(1672-1721)

の 共 著 と さ れ て い る 。.4nArgument出 版 の 日付 に つ い て はLoisGSchwoererの10月 説 と

A.Downieの11月 説 が あ る 。

こ のALetterは 政 府 側 の 代 表 と も い う べ き 大 蔵 卿 ジ ョ ン ・ソ マ ー ズ(JohnSomers,

1651-1716)の1697年11月 に 出 版 さ れ たLetter,balancingthenecessityofkeepingaland-

forceintimesofpeace,withthedangersthatmayfollowonZt,London,1697(以 下 、

BalancingLetterと 呼 ぶ 。)に 対 す る 反 論 と さ れ る もの で あ る 。 「パ ン フ レ ッ ト戦 争 」 と も

呼 ば れ た 当 時 の 常 備 軍 に 対 す る 賛 否 両 論 の 応 酬 の な か で も、 ソ マ ー ズ のBalancingLetter

の 文 章 は 丁 寧 で 格 調 高 い もの で あ る 。 当 時 の ヨ ー ロ ッパ に お け る 軍 事 情 勢 に つ い て は 小 林

幸 夫 氏 の 『図 説 イ ン グ ラ ン ド海 軍 の 歴 史 』、 原 書 房 、2007年 に 詳 しい 。

こ れ らパ ン フ レ ッ ト論 争 の 発 端 と な っ た 状 況 に つ い て は 拙 論 、 「17世 紀 イ ン グ ラ ン ド常

備 軍 論 争(翻 訳)」 『近 畿 大 学 語 学 教 育 部 ジ ャ ー ナ ル 』 第3号 、2007年3月 の 「あ と が き」
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『常 備 軍 反 対 論 』、AnArgument,Skewing,thataStandingArmyislnconsistentwith

aFreeGovernment,andabsolutelydestructivetotheConstitutionoftheEnglish

Monarchy,London,1697.

『バ ラ ン シ ン グ ・レ タ ー 』、Letter,balancingthenecessityofkeepingalandforcein

timesofpeace,withthedangersthatmayfollowonit,London,1697.こ れ は 『常 備 軍

反 対 論 』 の 出 版 後 、 議 会 開 会 の12月3日 ま で の 間 に 書 か れ た と想 定 さ れ て い る 。

訳 文 は 以 下 の 翻 訳 書 か ら の 引 用 。 岡 道 夫 ・高 橋 宏 幸 訳 、 『ウ ェ ル ギ リ ウ ス ア エ ネ ー

イ ス 』、 西 洋 古 典 叢 書 、 京 都 大 学 学 術 出 版 会 、2001年 。

ク セ ノ フ ォ ンXenophon(c.426B.C.-c.355B.C.)古 代 ギ リ シ ア の 軍 人 、 歴 史 家 。 ギ リ シ

ア 人 傭 兵(重 装 兵 約1万 名)の 頭 目 に 選 ば れ 、 厳 冬 の ア ル メ ニ ア 山 中 の 退 却 行 軍 を 指

揮 し た 。 ペ ル シ ア と ス パ ル タ と の 戦 争 勃 発 と と も に 、 ス パ ル タ 王 ア ゲ シ ラ オ ス の 下 で

騎 兵 指 揮 者 と し て 各 地 に 転 戦 し た 。 平 凡 社 、 『世 界 大 百 科 事 典 』。

Agesilausア ゲ シ ラ オ ス ニ 世(444?-c.360B.C.)。 ス パ ル タ王(c.400-c.360B.C.)。

Xerxesク セ ル ク セ ス ー 世(519?-465B.C.)。 ア ケ メ ネ ス 朝 ペ ル シ ア 帝 国 の 王

(486?-465B.C.)。 ダ リ ウ ス ー 世 の 子 で 、 第3回 ギ リ シ ア 遠 征 を 企 て た が サ ラ ミ ス の 海

戦 で 大 敗 し た(480B.C.)。

ア レ キ サ ン ダ ー 大 王AlexandertheGreat(356-323B.C.)。 マ ケ ドニ ア の 王(336-323B.

C.)。 そ の 領 土 は ギ リ シ ア 、 小 ア ジ ア 、 エ ジ プ トか ら イ ン ドに ま で 及 ん だ 。 ア ル ゲ ア

デ ス 朝 の マ ケ ドニ ア 王 、 コ リ ン ト同 盟 の 盟 主 、 エ ジ プ トの フ ァ ラ オ を 兼 ね た 人 物 で あ

る 。 ギ リ シ ア 語 で は ア レ ク サ ン ドロ ス 大 王 で あ る が 、 英 語 風 に 読 ん で ア レ ク サ ン

ダ ー 大 王 ま た は ア レ キ サ ン ダ ー 大 王 とす る こ と も多 い 。

Caesarシ ー ザ ー(c.100-44B.C.):ロ ー マ の 将 軍 ・政 治 家 ・歴 史 家;第1回 三 頭 政 治 を

組 織 し ガ リ ア を 征 服 した(58-50B.C.);ポ ンペ イ ウ ス を 破 り独 裁 者 と な っ た が 、 間 も

な く ブ ル ー タ ス ら に 殺 さ れ た 。 『ガ リ ア 戦 記 』 の 著 者 。

Gallickmilitiaま た はGallicmilitiaガ リ ア 人 の 市 民 軍

Pompeyポ ンペ イ ウ ス(106-48B.C.):ロ ー マ の 将 軍 ・政 治 家;第 一 次 三 頭 政 治 を 敷 い

た 一 人;シ ー ザ ー の 女 婿 と な っ た が 、 の ち 対 立 。

Saracensサ ラ セ ン 人 、 イ ス ラ ム 教 徒 。

Hannibalハ ン ニ バ ル:(247-183B.C.):第 ニ ポ エ ニ 戦 争 中 ピ レ ネ ー 山 脈 お よ び ア ル プ

ス 山 脈 を 越 え て イ タ リ ア に 侵 入 し た カ ル タ ゴ の 将 軍 。
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13Carthaginiansカ ル タゴ人:カ ル タゴは アフ リカ北 部、今の チュニスの近 くにあ った

古代都市 国家;紀 元前9-8世 紀 ごろに フェニ キア人が建設;紀 元前146年 ポエニ戦争

(PunicWars)の 最終戦 でローマ軍に滅 ぼ された。

14TheTurksト ル コ人、オスマ ン帝国(theOttomanEmpire)の 住 民。 オスマ ン帝 国

にお ける常 備歩兵 とその軍団で あるイエニチ ェ リが有 名。 この軍 団は16世 紀 末 まで

は、 オスマ ン帝 国軍 の精鋭 として規律 正 しく、王朝の発展 に貢献 した。

15Hungarianハ ンガ リー人。ハ ンガ リー は地理 的 にオス マ ン帝 国 に隣接 し、 トル コの

ヨーロ ッパ侵攻 の入 り口の位置 を占めていた。

16Epirotま た はEpirote.ギ リシア北西部お よびアルバニ ア南部、エーペ イロスの住民。

17Scanderbegも し くはSkanderbegス カンデルベ グ(c.1404-1468)。 アルバ ニ アの革命

指導者であ り、 中世 アルバ ニアの民族的英雄。スル タ ン、 ムラ ドニ世の宮廷で人質 と

して成長。1443年 オスマ ン帝国の アルバニ ア攻 撃 に際 し故国へ脱 出 し、民族独 立 を

求 めて反乱 を起 こ し、 ムハマ ドニ世 に対抗 して北 アルバニ アを統一 した。以後25年

間、 オス マ ン帝 国軍 か ら国土 を守 った。平 凡 社、 「世界 大 百 科 事 典』 お よびThe

ColumbiaEncyclopedia,6thEdition,2008.

18JohnHuniadesも しくはHunniades、Hunyadyユ ニアダス(1388?-1456)。 ハ ンガ リー

の民族的英雄。 トルコに対 して ヨーロ ッパ東部の最前線 にあ た り、その侵攻 に対抗 し

て戦 った。

19MatthiasCorvinusマ サ イアス(1443-1490)。 ハ ンガリー王。ユニア ダスの子。

20QueenElizabethIエ リザベス女王、エ リザベスー世(1533-1603)。 チュー ダー朝の

イ ング ラン ド女王(1558-1603)。 ヘ ン リー八世 とア ン ・ブー リンの娘 で異 母姉 メア

リー一世の後継者。チ ューダー朝最後の君主 で、彼女の後 はス コ ッ トラン ド王 ジェイ

ムズ六世 が イングラ ン ドに入 り、 ジェイムズー世 と称 し、スチ ュアー ト朝 になった。

1588年 のスペ イ ン、 アルマ ダ艦隊襲 来 に際 して司令長官 チ ャールズ ・ハ ワー ドの も

と、私掠船船長 フラ ンシス ・ドレイクや貿易商人 ジ ョン ・ホーキ ンズ な どが 国中の艦

船 を動員 して対 抗 した。5月20日 、スペ イ ン無敵艦 隊が リス ボ ン港 を出撃す るが、

艦 隊の練度 も士気 も拙劣 で、そ の うえ悪天候 の ため甚大 な損害 を被 り、 さらに7月

20日 の 「プ リマスの海戦」 か ら21日 の 「ポ ーラ ン ドの海戦」、22日 の 「ワイ ト島の

海戦 」 を経 て、7月26,27日 の 「カ レー沖 海戦」、27日 の 「グ レー ヴライ ンの海戦」

が展 開され、スペ イ ン艦隊 は作戦 を放棄 して、敗走す る。最 も信頼すべ き記録 によれ

ば、 アルマ ダの損失 はガ レ・オ ン艦26隻 を含 む63隻 の多 きを数 えたが、戦闘で喪失 し

たのは四隻 に過 ぎなか った。 その他 は、荒 天に よるもの24隻 、 さ らに行方不 明が35

隻で ある。 …要す るに…自滅 したのであ る。 それ に加 うるに、 自然の猛威が アルマ ダ
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に とどめ を刺 したわけで …イ ング ラン ド海 軍史 もこの強風 を しば しば 「神 風」 とよ

ぶ。 『図説 イ ングラ ン ド海軍 の歴史』、119頁 ～122頁 参照 。

LSpaniardsス ペ イ ン人 この当時、世界 はスペ イ ン、ポル トガルが植民 地争 いで覇権 を

争 ってお り、1493年 にローマ教 皇 ア レ・クサ ン ドル六世が スペ イ ンとポル トガルの海

外勢力 圏の分割調停 をした(教 皇境界線 、植 民地分界線 ともい う)。 ア レクサ ン ドル

六世 はスペ イ ン出身の教皇 のためポル トガルに不利 な境界線であ ったので、翌年両 国

独 自に トルデシ リャス条約 を結 び、新 たな境界線 を策定 した。

21aHogueも しくはLaHougeラ ・オー グ。 フラ ンス北 西岸沖 の停泊所;フ ラ ンス艦

隊が英 国 ・オ ラ ンダ艦 隊 に大敗 した海戦の地(1692)。 王政復古 によ り王位 に復 帰 し

たチ ャールズニ世の もと、 当時 の ヨーク公 ジェームズ はロー ド ・ハ イ ・ア ドミラル と

して ネー ビー ・ボ ー ド長 官 ピー プス とと もに海 軍 再建 に携 わ り、海 軍 の近代 化 を

着 々 と推 進 してい った。 「イ ング ラン ド海 軍の歴史』、195頁 ～196頁 参照 。「1692年

3月 、前 国王 ジ ェイムズが ラ ・オーグ岬へ赴 くが、 こ こに は多数 の輸 送船が 集結 し、

大規模 な部隊が イ ングラ ン ド侵攻作戦の発動 に備 えてい た。」 この海戦 は5月19日 よ

り始 ま り、24日 まで にフラ ンス艦 隊は壊 滅的敗北 を喫 した。 「前 イ ング ラン ド王 ジェ

イムズは、 この 「ラ ・オーグ湾 の襲撃戦」 を陸岸か ら見守 ってい たが、かつ て手塩 に

か けて鍛 え上 げたイ ングラ ン ド艦隊が、 自 らの王座復帰 の望み を打 ち砕 くの を 目の当

た りに」 した。 『図説 イ ングラ ン ド海軍 の歴史』、236頁 ～238頁 参照 。

3Calaisカ レー。 ドー ヴ ァー海 峡 に臨み、英 国 に最 も近 い フラ ンス北 部 の港 市;1347

年 イ ングラ ン ド王エ ドワー ド三世 が 占領 したが、1558年1月 、 ギーズ公 フラ ンソワ

(Guise,1519-63)に 奪 回 された。1694年 か ら1696年 にか けてイ ングラ ン ド艦 隊が攻

撃 を仕掛 けた。

1'加oαz雄 θ「官報 」。

5Praetorian「 プ ラエ トリアニ」。 ローマ皇 帝の護衛 兵。初代 ローマ帝 国皇帝 アウ グス

トゥスは帝政 を創始す る と、精鋭部 隊は戦 時だ けで な く平 時 におい て も有効 と考 え、

プラエ トリアニ を募 る ようになった。 またアウグス トゥスは自分 の身を守 るため には

何 らか の組織が必要 と考 え、1部 隊500人 を9つ 編 成 し、徐 々に部隊の人員 数 を1000

人 にまで増員 してい った。そ して9つ の部 隊の うち3つ をローマ市 に、 その うちの1

つ を皇宮 に配備 させ た。ア ウグス トゥスが14年 に没 した ときプラエ トリアニは何 事

も起 こさず、 ティベ リウスへの帝位 の移行 は円滑 に行 われ たが、 これ は最初で最後の

事例 で、 これ以 降プラエ トリアニは皇帝への忠誠心 よ りも自分達 の利害 によって動 く

よ うにな り、 自 ら皇帝 を暗殺 した り、後継皇帝 を指名 した りす るようになった。 ミル

ウ ィウス橋 の戦 い(312年)に 勝利 した コ ンス タンチ ヌスー世(ConstantineI)が

プラエ トリアニ を解散 させ廃止 した。1覗物64彪
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